
富加町空き家片付け事業補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、富加町における地域活性化等に資する空き家

の有効活用を目的とし、富加町空き家バンク制度に登録された物

件の家財道具等の処分運搬等及び屋内外の清掃（以下「片付け」

という。）に要する経費に対し、予算の範囲内で富加町空き家片

付け事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その交付については、富加町補助金等交付規則（平成17年富

加町規則第21号。）に定めるもののほか、この要綱に定めるとこ

ろによる。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家 富加町空き家バンク制度実施要綱（平成 30 年富加 

町告示第 19 号）第 4 条の規定により空き家の登録を行った物 

件をいう。 

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空 

き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。 

(3) 市町村税等 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 5 条の 

規定する市町村税及び市町村が個人から徴収すべき使用料、保

育料、負担金等をいう。 

(4) 家財道具等 空き家に使用されず放置された状態の電化製 

品、家具、寝具、生活雑貨及びその他家財道具をいう。 

(5) 協力代行者 片付け作業に協力又はその作業を代行する者 



をいう。 

(補助対象者) 

第 3 条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」と

いう。）は、この補助金の交付を申請した日において、次の各号

に該当する者とする。 

(1) 空き家の所有者等である者 

(2) 市町村税等の滞納がない者 

(3) 富加町暴力団排除条例（平成 24 年富加町条例第 14 号）第 2 

条第 1 号に規定する暴力団、同条第 2 号に規定する暴力団員

及び同条第 3 号に規定する暴力団員等でない者 

(補助対象経費) 

第 4 条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるもののうち補

助対象者が委託した経費とする。 

(1)  ごみ収集及び運搬費 

(2)  一般廃棄物処理費 

(3)  特定家庭用機器リサイクル費 

(4)  遺品整理作業費 

(5)  屋内外の清掃に要する経費 

(6) 協力代行者に委託して家財道具等を処分するために要した 

経費 

(補助金の額) 

第 5 条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の 2 分の 1 を乗

じて得た額（その金額に千円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）を補助額とする。ただし、10 万円を限度とする。 

2 この要綱により補助金の交付を受けることができるのは、同一申



請者及び同一物件に対して 1 回を限度とする。 

 (補助金の交付申請) 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、富加町空き家片付け事業補助金交付申請書（別記様式第 1 号）

に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならな

い。 

(1) 富加町空き家片付け事業計画書（別記様式第 2 号） 

(2) 富加町空き家片付け事業収支予算書（別記様式第 3 号） 

(3) 空き家片付け経費の契約書若しくは見積書の写し 

(4) 申請者に市町村税等の滞納がないことを証明する書類 

(5) 空き家の片付け着手前の現況写真 

(6) その他町長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第 7 条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決

定し、富加町空き家片付け事業補助金交付決定通知書（別記様式

第 4 号）により申請者に通知するものとする。 

(補助対象事業の変更等) 

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定

者」という。）は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止をしよ

うとするときは、富加町空き家片付け事業補助金変更申請書（別

記様式第5号）を町長に提出し、承認を受けるものとする。 

(交付決定の変更) 

第 9 条 町長は、前条の規定により補助対象事業の変更を承認した

ときは、富加町空き家片付け事業補助金交付決定変更承認書（別



記様式第 6 号）により、通知するものとする。 

(実績報告) 

第 10 条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から 30 日以内

に富加町空き家片付け事業補助金実績報告書（別記様式第 7 号）

に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならな

い。 

(1) 領収書及び片付けに要した経費の内訳が確認できる書類 

(2) 片付け状況が確認出来る写真及び片付け後の写真 

(3) その他町長が必要と認める書類 

(補助金の額の確定) 

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を確認

のうえ補助金の額を確定し、富加町空き家片付け事業補助金交付

額確定通知書（別記様式第8号）を交付決定者に送付するものと

する。 

(補助金の請求) 

第12条 交付決定者は、補助金交付決定額確定通知書をうけたとき

は、速やかに富加町空き家片付け事業補助金交付請求書（別記様

式第9号）により補助金の請求を行うものとする。 

(補助金の返還等) 

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことが

出来る。 

(1) 第3条の補助対象者の要件を満たしていないことが発覚し 

たとき 

(2) 第6条の申請に虚偽の内容が認められたとき 



(3) その他町長が補助金の取り消しが必要と認められたとき 

2 町長は前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取 

り消したときは、富加町空き家片付け事業補助金交付取消通知 

（別記様式第10号）により、交付決定者に通知するものとする。 

3 前項の規定により取消通知を受けた者は、取り消しを受けた日 

から起算して60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければ

ならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

富加町空き家片付け事業補助金要綱様式 

 



 

  

様式第1号（第6条関係）

　富加町空き家バンクに登録中の空き家の片付け事業補助金を受けたいので、富加町

空き家片付け事業補助金要綱第6条の規定により申請します。

所有者本人

所有者以外関係

添付書類

富加町空き家片付け事業計画書（様式第2号）

富加町空き家片付け事業収支予算書（様式第3号）

暴力団排除に関する誓約書

富加町空き家片付け事業同意書（様式第4号）

空き家片付け経費の契約書若しくは見積書の写し

申請者の市町村税等の滞納がない証明書

空き家片付け着手前の現況写真

その他町長が必要と認める書類

同意書（様式第4号）は、所有者本人以外が申請者の場合のみ必要となります。

(8)

注1) 当該補助金の交付を受けるにあたって、必要な事項及び内容について調査するこ
とに同意します。

注2)

(7)

３．

空き家バンク登録番号

空き家所有者との関係

（

１．

２．

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

）

(1)

電話番号

富加町空き家片付け事業補助金交付申請書

記

平成

富加町長　様

印

申請者 住所

氏名

日月年



 

  

様式第2号（第6条関係）

年 月 日

完 成 （ 予 定 ） 年 月 日

補 助 金 交 付 申 請 額

(A)× 1/2（上限10万円）
（千円未満の端数切り捨て）

円

平成 年

着 手 （ 予 定 ） 年 月 日

月 日

平成

富加町空き家片付け事業計画書

補 助 対 象 経 費 （ A ）

片付け事業費（見積書）

片 付 け 事 業 の 内 容

空 き 家 の 所 在 地

項目 内容

円

円



 

  

様式第3号（第6条関係）

収　　入

支　　出

金　額（円） 備　　考

富加町補助金

合　　計

富加町空き家片付け事業収支予算（決算）書

1

科　　目 金　額（円） 備　　考

自己資金

1

科　　目

合　　計



 

  

様式第4号（第6条関係）

富加町長　様

申請者 住所

氏名

　私が所有（管理）している下記物件について、申請者が富加町空き家片付け事業補

助金要綱第4条に示す片付けを実施することを同意します。

所有者 住所

氏名

片付け物件の所在地

印

印

富加町空き家片付け事業同意書

日月年平成



 

  

様式第5号（第7条関係）

　平成　　年　　月　　日付　富加町空き家片付け事業補助金交付申請書について、富

加町空き家片付け事業補助金要綱第7条の規定により、下記のとおり交付決定します。

交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容は、平成　年　月　日

付けで申請のあったとおりとする。

補助金の額は、要綱第5条の規定に基づき交付決定額の範囲内で確定する。

当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、補助金の交

付のあった年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

補助金交付条件に違反したとき、虚偽その他不正の行為があったと認めたとき

は、補助金の全部又は一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることがある。

(4)

交付決定者

３．

(1)

交 付 条 件

(2)

(3)

２．

住所

１． 補助対象経費

印板 津 德 次富加町長

交 付 決 定 額 円

富加町空き家片付け事業補助金交付決定通知書

記

円

号富加町指令 第

氏名 様

年 月 日



 

  

様式第6号（第8条関係）

　平成　　年　　月　　日付富加町指令第　　　号で交付決定を受けた補助金につい

て、下記の理由により補助金の内容を変更したいので、富加町空き家片付け事業補助

金要綱第8条の規定により、変更申請します。

円

円

円

注）変更前と変更後の事業内容が対比できる資料を添付して下さい。

変更後の交付申請額

既 交 付 決 定 額

差 し 引 き 増 減 額

日

住所

氏名 印

年 月

富加町長　様

電話番号

申請者

２． 変 更 内 容

富加町空き家片付け事業補助金変更申請書

記

１． 変 更 理 由



 

  

様式第7号（第9条関係）

　平成　　年　　月　　日付　富加町空き家片付け事業補助金変更申請書について、富

加町空き家片付け事業補助金要綱第9条の規定により、下記のとおり承認します。

変更決定された補助金の内容は、平成　　年　　月　　日付けで申請のあったと

おりとする。

補助金の額は、要綱第5条の規定に基づき変更承認額の範囲内で確定する。

当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、補助金の交

付のあった年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

補助金交付条件に違反したとき、虚偽その他不正の行為があったと認めたとき

は、補助金の全部又は一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることがある。

交付決定者 住所

氏名 様

(1)

(2)

(3)

(4)

富加町長

円２． 変 更 決 定 額

板 津 德 次 印

富加町空き家片付け事業補助金交付決定変更承認書

記

１． 既交付決定額 円

日

富加町指令 第 号

年 月



 

  

様式第8号（第10条関係）

　平成　　年　　月　　日付富加町指令第　　　号で交付決定を受けました補助事業

につきましては完了しましたので、富加町空き家片付け事業補助金要綱第10条の規定

により、下記添付書類を添えて実績を報告します。

添付書類

領収書及び片付けに要した経費の内容が確認できる書類

片付け状況が確認出来る写真及び片付け後の写真

その他町長が必要と認める書類

月

(1)

(2)

(3)

交付決定者

電話番号

富加町空き家片付け事業補助金実績報告書

記

日

富加町長　様

住所

氏名 印

年



 

  

様式第9号（第11条関係）

　平成　　年　　月　　日付富加町指令第　　　号で交付決定した富加町空家改修費

支援補助金については、富加町空き家片付け事業補助金要綱第11条の規定により、下記

のとおり交付額を確定しましたので、通知します。

氏名 様

富加町長 板 津 德 次 印

富加町空き家片付け事業補助金交付額確定通知書

記

１． 円補助金交付確定額

日

交付決定者 住所

富加町指令 第 号

年 月



 

  

様式第10号（第12条関係）

　平成　　年　　月　　日付富加町指令第　　　号で交付決定を受けました補助金に

ついて、富加町空き家片付け事業補助金要綱第12条の規定により、下記とおり請求し

ます。

（１）  振込先金融機関名

銀　　　行 　　店

信用金庫 支

農業協同組合 　　所

（２）  預  金  種  別　〔○で囲む〕

普通 当座

（３）　口　　座　　名　　義

（４）　口　　座　　番　　号

口座番号

富加町長　様

請求者 住所

請求額 円

電話番号

富加町空き家片付け事業補助金交付請求書

記

氏名 印

日年 月



 

様式第11号（第13条関係）

　平成　　年　　月　　日付富加町指令第　　　号で交付決定した富加町空家改修費

支援補助金については、富加町空き家片付け事業補助金要綱第13条の規定により、下記

のとおり補助金確定額の（全部・一部）を取り消ししたので通知します。

取消理由

第3条の補助対象者の要件を満たしていないことが発覚したとき  

第6条の申請に虚偽の内容が認められたとき

その他町長が補助金の取り消しが必要と認められたとき

この取消通知書を受けた日から起算して60日以内に補助金の全部又は一部を返

還するものとする。

(1)

(2)

(3)

注）

２． 円全部・一部 取消額

（第13条第 号に該当するため）

１． 円既交付決定額

日

交付決定者 住所

氏名 様

富加町長 板 津 德 次 印

富加町空き家片付け事業補助金交付取消通知書

記

富加町指令 第 号

年 月


